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課 室 等 グ ル ー プ 主 な 業 務 内 容

総務課
総務・人事グループ 式典儀礼・議会調整・例規・行政区長・文書・職員人事・福

利厚生・人材育成・秘書

防災・管財グループ 防災・災害対策・災害救助・災害情報伝達システム・消防・水防・
消防団・財産及び庁舎管理

企画財政課
企画・財政グループ 総合振興計画・国土利用計画・地方分権及び地方創生・予算

編成執行・決算・入札契約・拠点整備・行政改革・行政評価

広報統計・DX 推進
グループ

広報（広報紙・公式ＳＮＳ等）・広聴・情報管理・デジタル推進・
統計調査・情報公開・個人情報保護

税務課
課税グループ 村税、国保税及び介護保険料の調査賦課・確定申告・固定資

産評価

収納グループ 村税、国保税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の徴収・
滞納処分・執行停止・不納欠損処分

■ 総務部

役場の組織が変わります
令和 8 年 4 月から

　村では、令和 8 年 4 月に新庁舎を開庁します。新庁舎の開庁に合わせ、これまで本庁舎・村文化センター・
村保健福祉センターに分散していた行政機能を新庁舎に集約し、組織を再編します。
　組織再編では、新たに部制を導入し、村長部局に、総務部・厚生部・産業建設部の 3 部を設置します。また、
係制を廃止して新たにグループ制を導入します。今までの 44 係を 26 グループに統合し、住民の皆さん
の利便性の向上と、新たな事業展開を可能とする組織体制の強化を図ります。
　今回は、令和 8 年 4 月からの新しい西郷村の体制をご紹介します。

課 室 等 グ ル ー プ 主 な 業 務 内 容

住民生活課
戸籍住民グループ 戸籍・住民登録・マイナンバー・印鑑登録・行政サービスセ

ンター・総合案内窓口（インフォメーションセンター）

生活環境・地域安全
グループ

環境保護・廃棄物処理・公害防止・不法投棄・畜犬・墓地・
地域安全・防犯・交通安全・放射能対策

こども未来課
子育て支援グループ 児童手当・こども貧困対策・児童福祉・保育園・児童館・児

童クラブ・屋内遊び場・私立幼稚園

こども家庭センター 妊産婦及び乳幼児の支援、母子保健、保健指導・乳幼児健康
診査・産前産後ケア・児童虐待・不妊治療

健康ほけん課

健康増進・保健
グループ

健康長寿・介護予防・健康づくり・感染症予防・生活習慣病予防・
住民健診・精神保健・献血

国保年金グループ 国民健康保険・後期高齢者医療制度・国民年金

社会福祉課

高齢者支援・介護保険
グループ

高齢者福祉・敬老事業・老人クラブ・地域包括ケア・高齢者虐待・
介護保険

地域福祉グループ 障がい者自立及び地域生活支援・障がい者医療費・民生委員・
生活困窮者支援

■ 厚生部

課 室 等 グ ル ー プ 主 な 業 務 内 容

農政課
総合農政グループ 農業経営基盤強化・農作物の生産振興・西郷村農業公社・畜産・

農用地利用・農業災害

農地林務グループ 農業施設の維持管理・林道・林業振興・鳥獣保護及び管理・
林地開発

地域振興課
商工観光・地域づくり

グループ
商工業及び観光振興・消費者行政・空家の利活用・ふるさと
納税・移住定住対策・地域づくり

建設課

管理・都市計画
グループ

村道の維持管理及び認定・村営住宅・建築確認申請・都市計画・
公園管理・屋外広告物

事業グループ 土木工事の設計施工・公共建物の設計施工・公共土木施設の
災害防止、復旧

上下水道課
経営グループ 水道料金等の賦課収納・公営企業会計の予算、決算及び出納

施設整備・管理
グループ

上下水道、工業用水道施設の維持管理・接続工事の受付、設計、
監督及び施工、工事業者の認可・合併浄化槽

■ 産業建設部

課 室 等 グ ル ー プ 主 な 業 務 内 容

会計課 会計グループ 現金出納及び保管・支出負担行為の審査・資金運用・備品台
帳管理

議会事務局 議事・庶務グループ 本会議議事・会議録・委員会・請願陳情・事務調査

農業委員会事務局 農地法・委員会の開催・農業者年金・農地保有適格化法人・
農地の賃借料・遊休農地の発生防止

選挙管理委員会事務局 国政選挙、県及び村所管選挙の執行・選挙人名簿登録・選挙公報

監査委員事務局 定期監査・例月出納検査・決算審査

課 室 等 グ ル ー プ 主 な 業 務 内 容

学校教育課
教育総務グループ 教育委員会・就学就園援助・教育財産の管理・スクールバス・

学校再配置

学校教育グループ 教職員の服務・教育行政の総合調整・学習指導・特別支援教育・
村立幼稚園・教材

文化スポーツ課

社会教育・文化財
グループ 生涯学習・社会教育施設の管理・文化財・文化団体の育成

スポーツ振興グループ 社会体育の振興普及・社会体育団体及び指導者の育成・社会
体育施設の管理

■ 教育委員会

■ 会計管理・事務局

新庁舎に関する詳細は、令和 8 年 4 月号でお知らせする予定です。
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令和 8 年 4 月から所属が変更となる主な業務について

業 務
所 属

旧 新

 総合案内窓口（インフォメーションセンター） －
厚生部

住民生活課
戸籍住民グループ

 防災・災害対策・災害救助・災害情報伝達システム・ 
 消防・水防・消防団

防災課
災害対策係

総務部
総務課

防災・管財グループ

 財産及び庁舎管理 財政課
管財契約係

総務部
総務課

防災・管財グループ

 入札契約 財政課
管財契約係

総務部
企画財政課

企画・財政グループ

 予算編成執行・決算 財政課
財政係

総務部
企画財政課

企画・財政グループ

 広報（広報紙・公式ＳＮＳ等）・広聴 総務課
広報広聴係

総務部
企画財政課

広報統計・DX 推進グループ

 地域安全・防犯・交通安全 防災課
地域安全係

厚生部
住民生活課

生活環境・地域安全グループ

 環境保護・廃棄物処理・公害防止・不法投棄・ 
 畜犬

環境保全課
環境衛生係

厚生部
住民生活課

生活環境・地域安全グループ

 放射能対策 環境保全課
放射能対策係

厚生部
住民生活課

生活環境・地域安全グループ

 国民健康保険・後期高齢者医療制度・国民年金 住民生活課
国保年金係

厚生部
健康ほけん課

国保年金グループ

 健康長寿・介護予防・健康づくり・感染症予防・ 
 生活習慣病予防・住民健診・精神保健・献血

健康推進課
健康増進係・保健係

厚生部
健康ほけん課

健康増進・保健グループ

 高齢者福祉・敬老事業・老人クラブ・地域包括ケア・
 高齢者虐待・介護保険

健康推進課
高齢者支援係・介護保険係

厚生部
社会福祉課

高齢者支援・介護保険グループ

 空家の利活用・ふるさと納税・移住定住対策・
 地域づくり

企画政策課
企画政策係

産業建設部
地域振興課

商工観光・地域づくりグループ 

 商工業及び観光振興 産業振興課
商工観光係

産業建設部
地域振興課

商工観光・地域づくりグループ

　2・3ページでご案内した新体制の中から、所属、執務室等が現在と変更となる主な業務を紹介します。総合案内

窓口（インフォメーションセンター）の新設をはじめ、業務ごとに住民の皆さんが分かりやすい所属へと変更します。　

新庁舎に関する詳細は、令和 8 年 4 月号でお知らせする予定です。

■ 新庁舎完成記念式典（仮称）
　 令和 8 年 3 月 28 日㈯

■ 新庁舎開庁
　 令和 8 年 4 月 20 日㈪

【今後の予定】

※日程は変更となる場合があります。

【新庁舎整備事業寄附金を募集しています】
　新庁舎には、行政機能だけでなく磐城熊倉郵便局が
集約されるほか、村民の皆さんが利用できる会議室や
ホールを設け、「庁舎・保健福祉センター・交流スペ
ースでつくる新しい西郷の拠点」として整備します。
　新庁舎建設にあたり、村内外を問わず、村を応援し、
たくさんの方が集い、交流し、にぎわいのある庁舎を
皆さんとともにつくっていくために「新庁舎整備事業
寄附金」を募集しています。
　寄附金は、皆さんにご利用いただく「NiCo まる広
場（左記）」の整備に活用し、” みんなでつくる新庁舎 ”
を目指します。
　一定以上のご寄附をいただいた方には、新庁舎内に
設置予定の銘板にお名前を刻み、永く顕彰します。
　ぜひ、多くの皆さんのご支援をお願いします。

▶ 募集期間　12 月 31 日㈬まで
▶ 対象者　個人、法人または団体
▶ 銘板に記載される寄附金額
　 個人：2 万円以上 ／ 法人または団体：10 万円以上
▶ 設置場所　新庁舎内（予定）

※ 詳細は村ホームページをご覧ください。

問 企画政策課（拠点整備係）　
☎ 21-5191

村ホームページ
はこちら

　6 ～ 8 月にかけて募集していた（仮称）ラ
ウンジの名称が決定しました。たくさんの応
募ありがとうございました。
■ 名称　「NiCo まる広場」
■ 応募者名　三宅様（村内在住）
■ 名称に込められた思い
　 　にしごう（Ni）＋コミュニティやコミュ
　 ニケーション（Co）。新庁舎の真ん中に位
　 置し、村民の交流の場となってほしい。

完成
イメージ

現在の
進捗状況 ▶

 （仮称）ラウンジ  名称決定！
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各部門 1 位のチーム
順位 チーム名 タイム

1 Vamos 福島ホワイトリバー
フットボールクラブ 1：52：02

2 ランニングクラブ 
アーネスト 大人会 1：53：34

3 村人 1：54：09

総合順位
部門 チーム名 タイム

小学生男子 熊倉 RC（熊倉小学校） 2：12：56

中学生男子 Vamos 福島ホワイトリバー
フットボールクラブ 1：52：02

中学生女子 Passion Girls 2：36：16

一般男子 ランニングクラブ 
アーネスト 大人会 1：53：34

一般女子 KANAHA B 2：34：37

　 第 67 回

西郷村内一周
駅伝大会

photonews photonews

も～も～スクール
　10 月 19 日㈰、川谷小・中学校で、酪農への理解を深めることを目的に「川谷学区を元気にする会」が主
催する「も～も～スクール」が行われました。
　参加者は、バター作りや牛とのふれあいを通して、楽しみながら酪農について学んでいました。

酪農・牧場の話

バター作り体験

仔牛とのふれあい・搾乳体験

　11 月 3 日（月・祝）、第 67 回西郷村
内一周駅伝大会が行われ、村内を
29 チームが駆け抜けました。
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村勢発展への貢献を称える

　文化の日表彰が 11 月 3 日（月・祝）に役場議場で行われ、今年度選出された、功労賞 4 名と善行賞 2 名が
村長から表彰状を授与されました。
　真船正晃村議会議長の祝辞の後、受賞者を代表して、功労賞を受賞した鈴木茂氏が謝辞を述べられまし
た。受賞者と功績については、下記のとおりです。

功
　
労
　
賞

　
長
年
に
わ
た
り
地
域
安
全
活
動
推
進

員
お
よ
び
人
権
擁
護
委
員
等
数
多
く
の

活
動
を
通
し
本
村
の
発
展
に
尽
力
さ
れ

ま
し
た
。

鈴
木
　
茂  

氏

　
長
年
に
わ
た
り
地
域
安
全
推
進
協
議

会
委
員
と
し
て
本
村
の
地
域
安
全
活
動

に
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。

常
松
　
幸
保  

氏

善
　
行
　
賞

ー  令和 7 年度　文化の日表彰  ー

▲ 左から佐藤氏（功労賞）、常松氏（功労賞）、鈴木氏（功労賞）、辺見氏（功労賞）、牧野氏（善行賞）

　
公
用
車
を
寄
贈
さ
れ
、村
政
の
発
展・

推
進
に
貢
献
さ
れ
ま
し
た
。

白
河
信
用
金
庫

　
理
事
長
　
牧
野
　
富
雄  

氏
　▲ 謝辞を述べる鈴木氏▲ 式辞を述べる村長

　
長
年
に
わ
た
り
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員

と
し
て
本
村
の
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
・
普

及
・
発
展
に
貢
献
さ
れ
ま
し
た
。

辺
見
　
辰
男  

氏

　
長
年
に
わ
た
り
文
化
財
保
護
審
議
会

委
員
と
し
て
本
村
の
文
化
振
興
に
貢
献

さ
れ
ま
し
た
。

佐
藤
　
博
重  

氏

　

photonews

芸能発表会

作品展示会・体験コーナー

　
絵
画
を
寄
贈
さ
れ
、
本
村
の
文
化
振

興
に
貢
献
さ
れ
ま
し
た
。

西
原
　
敏
雄  

氏

第
43
回

西
郷
村
文
化
祭

～
さ
わ
や
か
西
郷

       

文
化
の
継
承
～

　「さわやか西郷　文化の継承」をテーマに、　第 43 回西郷村文
化祭が村文化センターで行われました。
　10 月 19 日㈰に行われた第 1 部 芸能発表会では、文化協会所
属団体や各サークルの皆さんが、日頃の成果を披露しました。
　第 2 部 作品展示会は 11 月 1 日㈯から 3 日（月・祝）までの 3 日
間で行われ、絵画や書、工芸等、様々なジャンルの作品が出展さ
れたほか、体験コーナーも賑わいました。今回の出品者のうち、
最高齢は 107 歳の細谷よ志ゑさんでした（写真 4 段目右）。
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西 郷 村 人 事 行 政 の 運 営 等 に つ い て 公 表 し ま す
　人事行政の公平性・透明性の確保を目的に制定した「西郷村人事行政の運営等の状
況の公表に関する条例」に基づき、村の職員数・給与・福利厚生・研修等の状況につ
いてお知らせします。

職員の任免および職員数に関する状況

区　分 人　数
令和 6 年 4 月 1 日現在職員数 172 人
退職・新規派遣職員数 7 人
採用・派遣復帰職員数 5 人
再任用職員増減数 +2 人
令和 7 年 4 月 1 日現在職員数 171 人
増減数 -1 人

■ 職員数の状況■ 職員数の状況 ■ 年齢別職員構成の状況　　（令和 7 年 4 月 1 日現在）■ 年齢別職員構成の状況　　（令和 7 年 4 月 1 日現在）

区　分　

20
歳
未
満

20
～
23
歳

24
～
27
歳

28
～
31
歳

32
～
35
歳

36
～
39
歳

40
～
43
歳

44
～
47
歳

48
～
51
歳

52
～
55
歳

56
～
59
歳

60
歳
以
上

計

職員数
0
人

2
人

16
人

22
人

21
人

22
人

16
人

18
人

21
人

12
人

11
人

10
人

171
人

職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

■ 勤務時間の状況（令和 7 年 4 月 1 日現在）

勤務時間 1 日：7 時間 45 分（8:30 ～ 17:15）
1 週間：38 時間 45 分

休憩時間 12:00 ～ 13:00

■ 年次有給休暇取得の状況
　 （令和 6 年 1 月～ 12 月）
　 平均取得日数　14.5 日 /1 人あたり

職員の給与の状況

■ 人件費の状況　普通会計決算（令和 6 年度）
住民基本

台帳
（R6.4.1）

歳出額
（A) 実質収支 人件費

（B）
人件費率
（B/A）

人
20,394

千円
12,050,123

千円
563,788

千円
1,856,741

%
15.41

■ 職員給与費の状況　普通会計決算（令和 6 年度）

職員数
（A）

給与費 1 人
あたり

（B/A）給料 職員手当 期末・
勤勉手当 計（B）

人
154

千円
553,463

千円
90,905

千円
238,307

千円
882,675

千円
5,732

■ 職員の平均給料月額、平均給与月額および
　 平均年齢の状況（令和 7 年 4 月 1 日現在）

区分 平均給料
月額

平均給与
月額

平均
年齢

一般行政職 325,800 円 371,300 円 41.7 歳
技能労務職 345,400 円 382,900 円 53.2 歳

■ 職員の初任給、経験年数別平均給料月額の状況
　 （令和 7 年 4 月 1 日現在）

区分
（一般

行政職）
初任給

経験年数別平均給料月額
10 年以上
15 年未満

15 年以上
20 年未満　

20 年以上
25 年未満

25 年以上
30 年未満

30 年以上
35 年未満

大学卒 円
224,600

円
300,400

円
333,800

円
380,000

円
402,700

円
428,400

高校卒 円
191,300 該当者なし

円
294,300

円
324,100

円
376,900

円
398,400

■ 特別職の報酬等の状況（令和 7 年 4 月 1 日現在）

区　分 給料月額 期末手当
村　長 829,000 円

【6 月期】　  
【12 月期】　

合　計　　　    

1.675 月
1.775 月

3.45 月

副村長 641,000 円
教育長 585,000 円
議　長 350,000 円
副議長 284,000 円
議　員 260,000 円

その他の状況

■ 勤務条件に関する措置の要求の状況（令和 6 年度）　該当なし

■ 不利益処分に関する審査請求の状況 （令和 6 年度）　該当なし
■ 人事行政相談の状況（令和 6 年度）　該当なし

職員の退職管理の状況

■ 昇給等への人事評価の活用状況（令和 6 年度）　未活用

　営利企業等に再就職した元職員は、在職時の地位や人間関係を利用して行政に影響力を行使することを
防ぐため、現職の職員に対して、要求・依頼（働きかけ）を行うことが一定期間禁止されています。
■ 違反行為に係る報告等の状況（令和 6 年度）　該当なし

人事行政の運営等の状況

職員の分限および懲戒処分の状況
■ 分限処分の状況

分限処分とは、職員が勤務成績不良、心身の故障等のため十分責務を果たせない場合に、職員の意に
反して行う処分です。

（令和 6 年度）降任、免職、降級なし、休職（病気休職 1 人）

■ 懲戒処分の状況
懲戒処分とは、公務員にふさわしくない行為や果たすべき義務に違反した場合に、道義的責任を問い、
公務における規律と秩序を維持することを目的として行う処分です。

（令和 6 年度）戒告 1 名、減給なし、停職 1 名、免職 1 名

職員の服務の状況
　　職員は、法令等および上司の命令に従い、村民全体の奉仕者として、その職務を遂行する義務があります。
そのため、日頃から職員に対して注意喚起し、その徹底を図っています。

職員の人事評価の状況

職員の研修状況（令和 6 年度）

区　分 受講者数

外部研修（ふくしま自治研修セン
ター、日本経営協会等） 69 人

職場研修（階層別研修、全体研修
等）※ 延べ人数 550 人

職員の福祉および利益の保護の状況
（令和 6 年度）

区　分 実施者数

定期健康診断 230 人
人間ドック 63 人
ストレスチェック 327 人
※ 会計年度任用職員を含む

（令和 6 年度支給実績）
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　村が実施した基本施策及び個別事務事業の内部評価結果を確認し、ヒアリングにより施策評価を行った結果、課
題等を含め多数の意見が挙げられました。
　詳細は、村ホームページ内、外部評価報告書をご参照ください。

　
行
政
評
価
と
は
、
社
会
情
勢
や
ニ
ー

ズ
の
変
化
に
対
応
し
た
弾
力
的
な
村
政

運
営
を
目
指
す
た
め
、
人
材
や
予
算
な

ど
の
資
源
が
有
効
に
活
用
さ
れ
る
よ

う
、
政
策
や
施
策
・
事
務
事
業
な
ど
の

行
政
が
行
う
様
々
な
取
り
組
み
を
検
証

し
、
そ
の
結
果
を
行
政
運
営
の
改
善
に

繋
げ
て
い
く
仕
組
み
で
す
。

　
村
で
は
、
評
価
の
結
果
を
今
後
の
事

務
事
業
の
改
善
に
反
映
し
て
参
り
ま

す
。

　
9
名
の
外
部
委
員
で
構
成
す
る
西
郷

村
行
政
評
価
推
進
委
員
会
に
よ
り
、
西

郷
村
第
四
次
総
合
振
興
計
画
の
第
九
次

実
施
計
画
に
掲
げ
た
事
務
事
業
に
対
す

る
評
価
・
検
証
が
行
わ
れ
、
令
和
6
年

度
実
施
事
業
に
対
す
る
外
部
評
価
結
果

の
報
告
書
が
村
長
に
提
出
さ
れ
ま
し

た
。
報
告
書
は
村
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご

覧
い
た
だ
け
ま
す
。

行
政
評
価

令
和
7
年
度

　
今
年
度
は
、
昨
年
度
と
同
様
に
、
７

つ
の
事
務
事
業
を
評
価
対
象
と
し
て
選

定
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
西
郷
村
の

重
点
事
業
の
中
か
ら
、
当
委
員
会
の
委

員
が
特
に
重
要
と
判
断
し
た
も
の
で

す
。
各
事
業
に
つ
い
て
、
所
管
課
に
対

し
て
綿
密
な
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
し
た

う
え
で
評
価
を
行
い
ま
し
た
。委
員
は
、

村
民
と
し
て
の
生
活
者
の
視
点
と
、
各

自
の
専
門
的
知
見
の
両
側
面
か
ら
、
具

体
的
な
提
言
・
提
案
を
行
い
ま
し
た
。

　

７
つ
の
事
業
に
対
す
る
判
定
結
果

は
、「
Ａ（
事
業
継
続
）」が
３
事
業
、「
Ｂ

（
改
善
を
検
討
し
事
業
を
継
続
）」
が
４

事
業
と
な
り
ま
し
た
。
す
べ
て
の
事
業

が
Ｂ
以
上
の
評
価
を
得
て
い
ま
す
が
、

重
要
な
こ
と
は
、
定
量
的
な
評
価
よ
り

も
、
各
委
員
か
ら
示
さ
れ
た
改
善
提
案

と
提
言
の
内
容
で
す
。

　
委
員
か
ら
は
、
個
々
の
事
業
に
対
し

て
、
住
民
意
見
の
広
範
な
収
集
・
反
映

や
、
住
民
ニ
ー
ズ
へ
の
的
確
な
対
応
、

サ
ー
ビ
ス
の
利
便
性
向
上
、
費
用
対
効

果
の
検
証
と
い
う
よ
う
な
観
点
か
ら
、

具
体
的
な
提
言
・
提
案
が
な
さ
れ
て
い

ま
す
。
委
員
か
ら
の
提
言
・
提
案
を
参

考
に
し
て
、
来
年
度
の
予
算
や
事
業
の

見
直
し
・
改
善
に
取
り
組
ん
で
欲
し
い

と
思
い
ま
す
。

　
西
郷
村
の
行
政
評
価
は
平
成
30
年
度

か
ら
は
じ
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
目
的

は
、
事
務
事
業
の
改
善
、
行
政
の
説
明

責
任
の
向
上
、
職
員
の
意
識
改
革
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み

に
よ
り
、
行
政
評
価
の
成
果
が
明
確
化

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
令
和
６

年
度
か
ら
は
、
委
員
か
ら
の
提
言
・
提

案
が
次
年
度
予
算
に
ど
の
よ
う
に
反
映

さ
れ
た
か
に
つ
い
て
説
明
が
な
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
が

着
実
に
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま

し
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
事
務
事
業

の
改
善
は
図
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
考
え
ま

す
。

　
一
方
で
、
行
政
の
説
明
責
任
の
向
上

と
い
う
点
で
は
課
題
も
あ
り
ま
す
。
今

回
評
価
し
た
事
業
の
中
に
は
、
住
民
に

対
し
て
十
分
な
説
明
や
意
見
収
集
が
行

わ
れ
て
い
な
い
も
の
も
見
受
け
ら
れ
ま

し
た
。
自
治
体
の
主
人
公
は
地
域
住
民

で
す
。
住
民
へ
の
積
極
的
な
情
報
提
供

と
、
住
民
意
見
の
丁
寧
な
聞
き
取
り
を

行
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

　
最
後
に
、
外
部
評
価
の
対
象
と
な
っ

た
所
管
課
の
職
員
の
皆
さ
ま
に
は
、
ご

協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
に
深
く
感

謝
い
た
し
ま
す
。行
政
評
価
の
結
果
が
、

西
郷
村
の
行
政
運
営
の
改
善
と
発
展
に

つ
な
が
り
、
住
民
の
暮
ら
し
の
向
上
に

寄
与
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

村ホームページ
はこちら

基本目標 事業名 評価 評価の理由等

1. 希望に満ち、子ども
　たちが健やかに育つ
　むらづくり

保育士等
処遇改善事業 B

保育士の離職等は、「給与」「人間関係」「業務負担」「職場環境」
など特定の一因によるものではなく、複合的な要素が絡み
合っている。給与等の処遇改善のみならず、職場環境の改善、
働きやすさ、キャリア形成支援を一体的に進めることが重
要であり、現場の声を丁寧に聴取し、保育士が安心して働
き続けられる職場づくりに取り組むべきである。

2. 自らを高め、共に
　よりよく生きるむら
　づくり

学校規模適正化事業 A

学校統廃合については、慎重な判断が求められるが、少子
化や校舎等の施設の老朽化は着実に進んでいる。少数意見
を含め多様な意見を踏まえて検討を行い、将来の道筋を整
理したうえで、村としての方針を住民と共有していくこと
が必要である。

3. 活力ある、交流と
　ふれあいのむらづくり

農産物直売所
管理事業 A

まるごと西郷館は村の観光資源となっており、単に売り場
スペースや飲食ブースを拡大するだけでなく、観光資源と
して魅力向上や村の活性化につながる施設として整備すべ
きである。

合宿の里づくり
推進事業 B

合宿の里づくりは、観光誘客を通じた地域振興や交流人口
の拡大、甲子地区の活性化を目的とした事業だが、その効
果を高めるためには、合宿で訪れた大学生等との関係構築
が重要である。

空き家改修・除却等
支援事業 A 空き家は今後も増加が見込まれることから、利活用を促進

することが重要である。

4. 快適に暮らし、利便性
　の高いむらづくり

まちおこしセンター
運営事業 B

まちおこしセンターは、単なる待合施設の活用だけではなく、
民間事業者への貸し出しや地域イベントの開催、情報発信機
能の強化など、多様な利活用を図ることが重要である。

5. 自分らしく生き、笑顔
　があふれるむらづくり

温泉掘削事業
※ 温 泉 を 活 用 し た
健康むらづくり事業

B

掘削事業の実施にあたり、事業目的に即した検討・計画づ
くりが先行すべきである。新たな施設整備については、建
設費、維持管理費の他、既存施設への影響も懸念されるため、
慎重な検討が必要である。

西
郷
村
行
政
評
価
推
進
委
員
会

　
改
善
案
等
を
ま
と
め
た
外
部
評
価
報
告

書
は
、
10
月
17
日
㈮
に
、
委
員
会
を
代
表

し
て
藤
原
会
長
か
ら
村
長
に
提
出
さ
れ
ま

し
た
。

構
成
委
員
（
敬
称
略
）

　
会　
　
　
長　
藤
原　
遥
（
福
島
大
学
准
教
授
）

　
職
務
代
理
者　
居
川　
孝
男

　
　
　
　
　
　
　
勝
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賀
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菊
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菊
地　
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島
田　
弘
美

　
　
　
　
　
　
　
庄
司　
実
野
里

　
　
　
　
　
　
　
田
邉　
敏
捷

　
　
　
　
　
　
　
古
川　
晃

企
画
政
策
課
（
企
画
政
策
係
）

２
５
ー
２
９
４
３

問☎

外
部
評
価
委
員
会
【
総
評
】

外部評価の結果
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暮らし・その他の情報暮らし・その他の情報

償却資産（固定資産）の申告について
　固定資産税は、土地、家屋のほか、償却資産も課税対象となります。償却資産の所有者は、毎年 1 月 1 日現
在所有する事業用資産について、申告が必要です。

▶ 償却資産とは　
　 　会社や個人で工場や商店、農業、サービス業等の事業を営んでいる方や、駐車場、アパート等を貸し付け
　 ている方が、その事業のために使用している構築物・機械・工具・器具・備品等をいいます。
　　また、「事業のために使用している」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用している
　 場合だけでなく、事業として貸し付けている場合も含まれます。
　　なお、所得税または法人税等の申告の際、減価償却資産として損金・必要経費に算入している資産は、概ね
　 固定資産税における償却資産申告の対象となります。（ただし、自動車税の課税客体である自動車等は除く）

令和 8 年度

共通 パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、レジスター、
看板、自動販売機、舗装路面等

農業 乾燥機、脱穀機、コンバイン、コンベアー等
小売業 陳列棚、陳列ケース、日よけ等
飲食業 テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫等

理美容業 理容・美容椅子、洗面設備等
不動産
貸付業

門、塀、緑化施設等の外構工事、自転車置き場、駐車場の舗
装等

建設業 パワーショベル、ブルドーザー、大型特殊自動車発電機等

▶ 申告する必要がある方
　 　令和 8 年 1 月 1 日現在、村内に償却資産を有する個人または法人です。令和 7 年中に資産内容に異動がない
 　場合や課税標準額の合計が免税点未満（150 万円）で課税されない場合でも、申告は必要です。

適正かつ公平な課税を行うた
め地方税法の規定に基づき、
減価償却明細書等の国税申告
書添付書類や固定資産台帳等
を提出していただく場合があ
りますので、ご協力をお願い
します。

申告書の提出期限について
　申告書は、令和 7 年 12 月中旬に郵送しますので、令和 8 年 2 月 2 日㈪までにご提
出ください。なお、村内で新規に事業を始めた法人等については、申告書が届かない
場合もありますので、その際は、ご連絡ください。また、申告は eLTAX を利用した
電子申告による受付も行っていますので、ぜひご利用ください。

▶ 家屋を壊したり、未登記家屋を売買・相続・新築されたら届け出を
　 　家屋の取り壊しをされた方は、『家屋滅失届出書』を提出してください。
　 　提出後に村の家屋調査員が家屋の滅失確認に伺います。届出書の提出がないと、滅失の確認ができず、令和 8
　 年度の固定資産税が課税されてしまうことがあります。法務局にて滅失登記をしている場合には、届出書の提
　 出は不要です。
　　登記されていない家屋の売買や相続をされた方は『未登記家屋現所有者変更届出書』を早めに提出してくださ
 　い。また、村の台帳への登録が漏れてしまうと、適正かつ公平な課税が行えなくなる恐れがあるため、登記を 　 　　
 　する予定のない家屋（倉庫、車庫等を含む）を新築した場合にも村に申告してください。
　 　提出する届出書等は村ホームページ、または税務課窓口にて用意しています。

問 税務課（固定資産係）
☎ 25-1113

村ホームページ
はこちら

確定申告について

　令和 7 年分確定申告の受付を令和 8 年 2 月 16 日㈪
から 3 月 16 日㈪の期間で行います。
▶ 村役場での申告受付は「完全予約制」です
　 　申告当日の待ち時間を短縮して混雑緩和を図る
　 ため、「完全予約制」で行います。会場での当日受
　 付は行いませんのでご注意ください。なお、当日
　 の予約状況によっては、受付時間が多少前後する
　 場合があります。
▶ 予約方法
　 　電話・窓口の予約開始日は、混雑が予想されます。
　 混雑や業務の集中を緩和するために、インターネッ
　 ト・LINE での予約を電話・窓口予約よりも一週間
　 早く開始します。早めの予約を希望する方は、イ
　 ンターネット・LINE での予約をご利用ください。

　 ※ 電話・窓口での予約の際は「確定申告の予約で
　 　 連絡した」とお伝えいただくとスムーズです。

▶ 申告会場
　 村文化センター 2 階　第 4 研修室
　 ※ エレベーター等がありませんので、階段の昇り
　 　 降りが難しい方は予約時にお申し出ください。
▶ 受付できない申告について
　 　西郷村役場で下記の申告の受付はできません。
 　税務署か電子申告（e-Tax）での申告をお願いします。
　 ・青色申告
　・消費税申告
　・土地等譲渡所得
　 ・金融所得   　
　・住宅借入金等特別控除の初年度申告
　・雑損控除を含む申告

問 税務課（賦課係）
☎ 25-1113

電子申告
（e-Tax）は

こちらから

村ホームページ
はこちら

（12/1 から公開）

eLTAX は
こちらから

（償却資産関係）（滅失・未登記関係）

電動生ごみ処理機の
貸し出しについて

　村では、家庭で出る生ごみの減量化を進めるため、
11 月より電動生ごみ処理機（機器）の貸し出しを
始めました。家庭で実際に機器を使用し、生ごみ減
量の効果を体験できます。
▶ 貸し出し期間　2 週間
▶ 手順
　 ① 環境保全課に予約を入れる。（電話または窓口）
　 ② 予約時に伝えられた貸し出し日に、環境保全
　 　 課窓口で申請書を記入し、機器を受け取る。
　 ③ 2 週間、家庭で機器を使用する。
　 ④ 機器の中を洗浄した上で、環境保全課窓口に
　 　 返却する。
▶ その他
　 ・ 貸し出しは、1 世帯につき 1 回限りです。
　 ・ 機器の在庫は 4 台です。申し込み多数の場合は、
　    順番待ちとなることがあります。
　 ・ 生ごみ処理機等購入費の一部補助も行っています。
　詳細は、村ホームページをご覧いただくか、下記
までお問い合わせください。

年末年始の
ごみ収集および受け入れについて

　年末年始は、ごみの収集・受け入れを行わない期間
がありますのでご注意ください。
▶ ごみ集積所へ出す場合

▶ クリーンセンター・リサイクルプラザへ自己搬入
　 する場合

　 
　 ※ 自己搬入する場合は、事前予約が必要です。
　　  年末年始は大変混雑しますので、早めの予約・
　　  搬入をお願いします。
　　 
　詳細は、西白河地方クリーンセンターホームページ
をご覧ください。

問 事前予約電話番号　　　　☎ 21-6234
問 環境保全課（環境衛生係）☎ 25-2197

ごみの種類 収集最終日 収集開始日
燃えるごみ 12 月 26 日㈮ 1 月 6 日㈫

資源ごみ 12 月 24 日㈬ 1 月 7 日㈬
燃えないごみ 12 月 19 日㈮ 1 月 16 日㈮

受入最終日 12 月 29 日㈪
受入開始日 1 月 5 日㈪

予約方法 予約開始日等

インターネット
または LINE

【予約開始日】12 月 16 日㈫
パソコンやスマートフォンか
ら予約が可能です。予約方法
の詳細は村ホームページ等で
お知らせします。

電話
【予約開始日】12 月 23 日㈫

税務課（☎ 25-1113）までご
連絡ください。

窓口
【予約開始日】12 月 23 日㈫

税務課の窓口で直接申し込み
ください。

ホームページは
こちら

問 環境保全課（環境衛生係）
☎ 25-2197

村ホームページ
はこちら
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問 生涯学習課（生涯学習係）
☎ 25-2371

村ホームページ
はこちら

　村民同士の親睦を深めることを目的に例年開催して
いる「新春村民の集い」を下記のとおり開催します。
ぜひご参加ください。
▶ 開催日
　 令和 8 年 1 月 10 日㈯ 17:00 ～（16:00 受付開始）
▶ 会場
　 東京第一ホテル新白河（西郷村字道南東 7）
▶ 参加費
　 3,000 円／人
▶ 申込期間
　 11 月 25 日㈫から 12 月 17 日㈬まで
▶ 申込方法
　 　村役場各課または村商工会窓口まで、参加申込
　 書に参加費を添えてお申し込みください。

▶ 対象者
　 平成 17 年 4 月 2 日から平成 18 年 4 月 1 日までの
　 間に生まれた方
▶ 開催日
　 令和 8 年 1 月 11 日㈰ 11:00 ～（10:00 受付開始）
▶ 会場
　 グランドエクシブ那須白河
　 （西郷村大字熊倉字雀子山 3）

　参加対象者でまだ申し込みをしていない方は、生涯
学習課（村文化センター内）までご連絡ください。

西郷村 2
ハ タ チ
0 歳の成人式開催について

令和 8 年

　福島県最低賃金は、令和 8 年 1 月 1 日から時間額
1,033 円（現在の時間額 955 円から 78 円引き上げ）
となります。
　この最低賃金は、常用、臨時、パートタイマー、ア
ルバイト等の名称にかかわらず福島県内の全ての労働
者に適用され、使用者は、その金額以上を支払わなけ
ればなりません。
　
▶ 最低賃金には、次の賃金は算入されません
　 ・ 精皆勤、通勤、家族手当
　 ・ 時間外、休日の割増賃金および深夜手当
　 ・ 臨時に支払われる賃金、1 ヶ月を超える期間ごと
　    に支払われる賃金
　 　詳細は、下記までお問い合わせください。

▶ 賃金の改定に対応して引き上げを行う場合
　　 「賃上げ」支援助成金等の各種施策をご利用くださ
　 い。詳細は、下記までお問い合わせください。

福島県最低賃金が
令和 8 年 1 月 1 日から変わります

新春村民の集い開催について
令和 8 年

問 総務課（庶務係）
☎ 25-1112

村ホームページ
はこちら

問 福島労働局労働基準部賃金室
☎ 024-536-4604

暮らし・その他の情報

「特設人権相談所」開設について
　家庭・職場・学校・近隣のことで困りごとや心配ご
とはありませんか。村では特設人権相談所を開設しま
す。気軽にご相談ください。秘密は厳守されます。
▶ 日時　12 月 4 日㈭
▶ 場所　村文化センター
▶ 開設時間　10:00 ～ 12:00
▶ 費用　無料
※ 感染症拡大防止のため、相談中はマスクの着用を
　 お願いします。

人権擁護委員はあなたの街のパートナー

水道管の凍結防止について

　気温がマイナス 4 度以下になると、水道管が凍り、
破裂する恐れがあります。
　必要に応じ、水抜き栓を閉める等の凍結防止対策を
行いましょう。
▶ 水道管が凍結した場合
　 　自然に溶けるのを待つか、凍った部分にタオル
　 や布をかぶせて、その上からゆっくりとぬるま湯
　 をかけてください。（熱湯は水道管破損の原因にな
　 るため絶対にやめてください。）その際、蛇口は開
　 けたままにせず、必ず閉めましょう。

▶ 水道管が破裂した場合
　 　水抜き栓を閉めて水を止めてから、村指定給水
　 装置工事事業者へ、直接修理の依頼をしてくださ
 　い。（水道メーターより宅内側はお客様の維持管理
 　になるため、修理代金および上下水道料金はお客
 　様負担となります。）
 　　なお、破損場所や条件によっては、一部料金の
　 減免対象となる場合がありますので、下記までお
　 問い合わせください。

問 上下水道課
　 （上下水道お客様センター）
☎ 25-2962

村ホームページ
はこちら

〇 ぬるま湯
× 熱湯

　村スポーツ協会の主催で、ボッチャ大会を初開催し
ます。ボッチャは、年齢や性別、障がいの有無に関係
なく、誰でも楽しめるスポーツです。ぜひご参加くだ
さい。
▶ 日時
　 令和 8 年 1 月 17 日㈯ 9:00 ～（8:30 受付開始）
▶ 場所
　 村民体育館（西郷村大字小田倉字蛇口 1-4）
▶ 参加料
　 無料
▶ 募集チーム数
　 24 チーム（1 チーム 3 ～ 5 名）
▶ 参加条件
　 　チーム内に、村内在住・在勤・在学者が半数以
　 上含まれていること。
▶ 申込方法
　 　12 月 1 日㈪から 12 月 19 日㈮までに、生涯学習
　 課（村文化センター内）窓口または下記申込フォー
　 ムよりお申し込みください。
　 ※ 事前申込み制で定員になり次第締め切ります。

第 1 回 にしごうスマイルボッチャ大会
参加チームを募集します

問 生涯学習課（体育振興係）☎ 25-2371

村ホームページ
はこちら

申込フォームは
こちら

　県立テクノアカデミー郡山では、仕事を探している
方やスキルアップして再就職を目指す方等を対象に、
無料の職業訓練を実施しています。キャリアアップや
希望する就職を実現するために必要な職業スキル・知
識を習得することができます。相談や申し込みは、近
隣のハローワークへお問い合わせください。
※ テキスト代や資格取得受験料等は自己負担となります。

ホームページは
こちら

無料の職業訓練について
県立テクノアカデミー郡山

問 県立テクノアカデミー郡山　☎ 024-944-1663

問 白河労働基準監督署
☎ 24-1391

問 福島労働局雇用環境・均等室
☎ 024-536-2777
問 福島労働局職業対策課
☎ 024-529-5409問 住民生活課（住民生活係）　☎ 25-1114

しらかわ常設サテライトについて
県中・県南地域若者サポートステーション

　しらかわ常設サテライトは、働くことに悩みを抱え
ている 15 歳から 49 歳までの方やそのご家族を対象
とした就労支援機関です。厚生労働省の認定を受け、
NPO 法人ビーンズふくしまが運営し、キャリアコン
サルタントによる専門的な相談や就労に向けたサポー
トを行っています。
　詳細は、下記までお問い合わせください。
▶ 開所時間　11:00 ～ 16:30
▶ 開所日　火・水・金・土
▶ 利用料　無料　
　 　　　　※ 事前に予約が必要です
▶ 場所　白河市大手町 9-7 ES9 ビル 1 階
　 　　　（白河中町郵便局隣り）

問 県中・県南地域若者サポートステーション
　 しらかわ常設サテライト
☎ 21-6390

　詳細は、村ホームページをご覧ください。

　詳細は、村ホームページをご覧いただくか、下記ま
でお問い合わせください。

問 ハローワーク白河　　　　　☎ 24-1256 広報にしごうNo.660　　1617　R7.　12.　1
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村ホームページ
はこちら

元気からだ塾参加者を募集します

　村では、この先もずっと元気に生活を送ることができ
るよう、健康づくりの方法を学ぶ教室を開催しています。

【第 5 回】
▶ テーマ
　 「転倒予防のコツ伝授教室　～転ばぬ先の杖～」
　 講師：かねこクリニック・健康増進施設ウェルネ　　
　　　　 スジム KANAHA　理学療法士
▶ 日時
　 令和 8 年 1 月 21 日㈬　13:30 ～ 15:00
▶ 場所
　 村保健福祉センター
▶ 対象者
　 村内在住でおおむね 65 歳以上の方
▶ 定員 ／ 参加料
　 50 名程度 ／ 無料
▶ 申込方法
　 　12 月 1 日㈪から令和 8 年 1 月 16 日㈮までに電話、
　 または健康推進課（村保健福祉センター内）窓口
　 にてお申し込みください。
　 ※ 事前申込み制で定員になり次第締め切ります。

【番外編】
▶ テーマ
　 「天野勝弘さんといっしょにスローエアロビック」
　 講師：天野勝弘氏
　 　　　（NHK「おかあさんといっしょ」第 9 代体操のお兄さん）
　 ※ スローエアロビックとは音楽に合わせて行う軽
　 　 い運動で、脳が活性化され、認知機能を高める
　 　 効果があるといわれています。
▶ 日時
　 令和 8 年 2 月 17 日㈫　13:30 ～ 15:00
▶ 場所
　 村文化センター　大研修室
▶ 対象者
　 村内在住でおおむね 65 歳以上の方
▶ 定員 ／ 参加料
　 100 名 ／ 無料
▶ 申込方法
　 　12 月 15 日㈪より受付を開始します。電話、ま
　 たは健康推進課（村保健福祉センター内）窓口に
　 てお申し込みください。
　 ※ 事前申込み制で定員になり次第締め切ります。

問 健康推進課（健康増進係）
☎ 25-1115

村ホームページ
はこちら

　65 歳以上の方等を対象に実施している新型コロナ
ウイルスワクチン定期接種について、下記の医療機関
が追加となりました。なお、対象者や接種機関等の詳
細は、村ホームページをご覧ください。
▶ 追加となる医療機関
　 廣田診療所（所在地：西郷村）
　 ☎ 29-8191

問 健康推進課（保健係）
☎ 25-1115

指定医療機関の追加について
新型コロナウイルスワクチン定期接種

特定 B 型肝炎ウイルス感染症給付金等支給
に関する特別措置法の電話相談会について

問 全国 B 型肝炎訴訟 新潟・福島・山形事務所
☎ 025-223-1130

　B 型肝炎特別措置法に関して、弁護士による無料の
電話相談会を実施します。
▶ 日時
　  令和 8 年 1 月 24 日㈯　10:00 ～ 12:00
▶ 内容
　 B 型肝炎特別措置法に基づく給付金支給手続きに
　 関する相談 
▶ 相談料
　 無料

多重債務者相談窓口について

　財務省東北財務局福島財務事務所では、借金を抱え
お悩みの方の相談に応じています。借金の状況を聞き、
必要に応じ弁護士・司法書士等の専門家に引継ぎを行
います。秘密厳守・相談無料です。気軽にご相談くだ
さい。
　また、国や県の登録を受けずに貸金業を営む、いわ
ゆる「ヤミ金融」業者には十分ご注意ください。利用
している貸金業者の登録状況に関する問い合わせや不
正に利用されている預貯金口座に関する相談も受け付
けています。
▶ 受付時間
　 月曜日から金曜日まで（土日祝日、年末年始を除く）
　 8:30 ～ 12:00、13:00 ～ 16:30
▶ 相談窓口
　 財務省東北財務局福島財務事務所　理財課
　 （福島市花園町 5-46　福島第二地方合同庁舎 5 階）
▶ 電話
　 024-533-0064（多重債務者相談窓口専用）

問 財務省東北財務局福島財務事務所　理財課
☎ 024-533-0064

電線に接触している倒木を
発見したら東北電力へ

　白河電力センター管内では、令和 6 年 4 月から令
和 7 年 9 月までの間に、樹木が原因の停電事故が 24
件発生しています。
　強風や積雪、腐食により倒木し電線に接触してしま
い、断線等で停電に至ることがあります。また最近で
は、定期的な枝払い等メンテナンスが行われず、根元
ごと倒木するケースも多くあります。
　電線に接触している倒木を発見したら、近くの電柱
に記載されている「電柱番号」を確認の上、下記まで
ご連絡ください。
※ 切れてたれ下がった電線には、絶対に触らないで
　 ください。

問 東北電力ネットワーク　コールセンター
　 （24 時間 365 日対応）
☎ 0120-175-366

中小企業退職金共済制度について

　中小企業退職金共済（中退共）制度は、中小企業の
事業主が、従業員の退職金を計画的に準備できる国の
退職金制度です。国からの有利な掛金制度や、税法上
の優遇も受けられ手数料もかかりません。また、家族
従業員やパートタイマーも加入できます（一部対象外
あり）。詳しくは、ホームページをご覧ください。

ホームページは
こちら

問 中退共本部
☎ 03-6907-1234

建設業退職金共済制度について

　建設業退職金共済（建退共）制度は、建設現場で働
く労働者のために、国が作った退職金制度です。事業
主が、建設現場で働く労働者の働いた日数に応じて掛
金を充当し、その労働者が建設業界で働くことを辞め
たときに、建退共から退職金を支払う、業界全体での
退職金制度です。退職金は国が定めた基準で計算し、
確実に支払われるため安心・安全です。詳しくは、ホ
ームページをご覧ください。

ホームページは
こちら

問 建退共福島県支部
☎ 024-523-1618

香
こうがい

害について
ご理解とご協力をお願いします
　香

こうがい
害とは、化粧品や香水、合成洗剤、柔軟剤、入浴

剤等に含まれる合成香料（化学物質）の香りによっ
て、不快感やさまざまな健康被害が生じることをいい
ます。
　なかには、アレルギーや化学物質過敏症を発症し、
体調不良で苦しんでいる方がいます。自分にとっては
快適な香りでも、不快に感じる方や、体調を崩す方が
いることをご理解ください。特に学校や会社、公共の
場等人が集まる場所では、柔軟剤や洗剤、香水等の香
りが、強くなりすぎないようにしましょう。

村ホームページ
はこちら

問 健康推進課（保健係）
☎ 25-1115

　県と村の合同婚活イベントでおしゃべりとスイーツ
を楽しみながら、素敵な出会いを見つけてみませんか。
▶ 日時
　 令和 8 年 1 月 24 日㈯ 13:00 ～ 17:00
▶ 会場
　 グランディ那須白河ゴルフクラブ
　 （西郷村大字熊倉字雀子山 3）
▶ 対象年齢・定員
　 25 ～ 40 歳の独身男女各 25 名
▶ 金額
　 男性 3,000 円　女性 2,000 円
▶ 内容
　 スイーツビュッフェ、交流ゲーム
▶ 申込方法
　 　令和 8 年 1 月 5 日㈪までに、下記ホームページ
　 よりお申し込みください。

恋サミットについて
福島県＋西郷村　合同婚活事業

問 企画政策課（企画政策係）
☎ 25-2943

ホームページは
こちら
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MADOショップ
白河中央インター店

（（株株））徳徳 商商
白河市飯沢３９

0248-23-3550

住住宅宅にに関関すするるどどののよよううなな小小ささなな工工事事ででもも無無料料ににてて見見積積りり致致ししまますす。。おお気気軽軽ににごご相相談談くくだだささいい。。

お電話お待ちしております

※ 申込みの各用紙は 12 月 1 日㈪から、各児童クラブ・福祉課で配布します。また、同日より村ホームページか　
　 らもダウンロードできます。

▶ 入会の可否について
　 可否に関わらず、通知を郵送します。（2 月初旬予定）

児童クラブ入会受付について
　令和 8 年度の児童クラブ入会申込受付を下記のとおり行います。
▶ 概要

令和 8 年度

問 福祉課（こども施設係）
☎ 25-1509

村ホームページ
はこちら

（12/1 から公開）

▶ 受付場所
　 西郷村役場　福祉課
▶ 入会資格
　 ・ 放課後、保護者や祖父母等が仕事等により留守になってしまう家庭の児童であること。
　・ 上記のほか、児童健全育成上で放課後監護が必要な児童であること。
　※ 祖父母（65 歳未満）が同居もしくは同一敷地内等で生活し児童を監護できる場合は、申請できません。
　※ 保護者が求職中、育児休業取得中の場合は入会できません。
▶ 負担金
　 月額 3,000 円（同一世帯で 2 人目は 2,000 円、3 人目以降は 1,000 円）
　 また、負担金とは別におやつ代および保護者会費がかかります。
▶ 必要書類 
　 ① 児童クラブ登録申請書（新年度の学年を記入）　
 　② 家庭調査票　　
 　③  【就労している方】就労証明書（※ 勤務先で証明を受けてください。）
 　④【自営業・農業の場合】就労証明書および、直近の青色申告決算書または収支内訳書の写し
 　⑤【その他の事由の場合】申立書、申立内容を証明できる書類（診断書等）

受付日・時間 児童クラブ 対象児童
令和 8 年 1 月 5 日㈪

8:30 ～ 17:15 小田倉児童クラブ 小田倉小学校に通学している児童または通学予定の児童

令和 8 年 1 月 7 日㈬
8:30 ～ 17:15 熊倉児童クラブ 熊倉小学校に通学している児童または通学予定の児童

令和 8 年 1 月 9 日㈮
8:30 ～ 17:15

米児童クラブ 米小学校に通学している児童または通学予定の児童
羽太児童クラブ 羽太小学校に通学している児童または通学予定の児童

注意事項
　 ・ ③は両親（ひとり親の方はどちらか一部）、祖父母（65 歳未満）全員分の証明書が必要です。
　 ・ 複数名入会を希望される方については、①②は登録児童ごとに必要となります。
　 ・ ③～⑤は、上学年児童に証明書原本を添付してください。下学年児童は省略可能です。

　認知症の方とそのご家族、地域の皆さん、誰もが気
軽に参加して、「はなしをする」、「はなしを聞いても
らう」、「認知症について知る」ことのできるカフェス
タイルの交流の場です。
　日頃の悩みや不安を共有したり、分かり合える仲間を
作ったりしてみませんか。気軽にお立ち寄りください。
▶ 日時　
　 12 月 18 日㈭　13:30 ～ 15:00　（途中参加・退出可）
▶ 場所　
　 村保健福祉センター
▶ 内容
　 クリスマスカフェ
　 認知症地域支援推進員による認知症・介護相談、
　 介護申請、参加者やボランティアとの歓談等
▶ 参加料
　 100 円（お茶菓子代）

クリスマスカフェ開催について
認知症カフェ　さわやか高原森のカフェ

村ホームページ
はこちら

寝具洗濯乾燥消毒サービス事業について
　在宅で生活する高齢者や身体障がい者の寝具類の衛
生向上のため、寝具等の洗濯や乾燥、消毒を行います。

問 健康推進課
　 （高齢者支援係）　
☎ 25-3910

村ホームページ
はこちら

第 2 回

▶ 対象者
　 ① 居宅する 65 歳以上の高齢者
　 ② 居宅する 40 歳以上の重度身体障がい者
　 　 （障がいの等級が 1，2 級）
　 　上記の方で、次のいずれかに該当し、家庭に
　 おいて寝具類の洗濯乾燥が困難な方。

① 高齢者 ② 重度身体障がい者
・  要介護 3 以上に認定
　された方

・  1 人暮らしの方
・  65 歳以上のみ世帯の方

・  寝たきりの方
・  1 人暮らしの方
・  身体障がい者のみ
　世帯の方

▶ 回収日
　 令和 8 年 2 月 12 日㈭・13 日㈮
▶ 納品日
　 令和 8 年 2 月 19 日㈭・20 日㈮
▶ 申込について
　 　健康推進課にある申請書に記入し、令和 8 年 1
　 月 14 日㈬までにお申し込みください。
▶ 対象寝具と利用金額

区分 種類
金額

シングル セミダブル ダブル

掛布団類
綿 280 円 310 円 340 円

羊毛 340 円 370 円 400 円
羽毛 400 円 430 円 450 円

敷布団類
綿 280 円 310 円 340 円

羊毛 340 円 370 円 400 円
羽毛 400 円 430 円 450 円

毛布類
綿毛布 140 円 170 円 200 円

羊毛毛布 180 円 200 円 220 円
二重毛布 180 円 200 円 220 円

寝巻類 丹前 180 円

・ 寝具の区分ごとに各 2 枚までとし、合計 3 枚を限度 
   とします。

・ 健康布団、特殊布団類、パジャマ類は対象外です。
・ 対象寝具以外は自費となります。
・ 日時の指定はできません。

　詳細は、下記までお問い合わせください。

　（公財）人権教育啓発推進センターでは、アイヌの
方々の悩みを受け付けるフリーダイヤルを開設してい
ます。相談は無料で、匿名でも受け付けます。秘密は
厳守しますので、気軽にご相談ください。
▶ 受付時間　
　 月曜日から金曜日まで（土日祝日、年末年始を除く）
　 9:00 ～ 17:00
▶ 相談専用電話　
　 アイヌの方々のための相談専用フリーダイヤル
　 ☎ 0120-771-208

問 （公財）人権教育啓発推進センター　
☎ 03-5777-1802

アイヌの方々のための電話相談
を行っています

ホームページは
こちら

問 地域包括支援センター　    　   ☎ 25-5121
問 健康推進課（高齢者支援係）　☎ 25-3910
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　村監査委員の熊谷光明さんが、令和 7 年度町
村監査功労者表彰を受け、村長に報告しました。
熊谷さんは、平成 30 年から現在まで村監査委
員として、村の監査事務に精励し、村財政の効
率的な運営と村政発展に貢献されています。

▲ 受賞を報告した熊谷さん

10
23 町村監査功労者表彰

監査事務に精励

　ベスト 16 まで勝ち進んだ西郷村は 3 回戦で
湯川村と対戦しました。最終回のホームランで
1 点差まで迫りましたが、4 対 5 で惜しくも敗
れました。ベスト 8 は逃したものの、チーム
の団結力で最後まで戦い抜きました。

▲ 試合の様子

10
12 県ソフトボール大会

第 12 回市町村対抗

　秋の観光シーズンを控えた 10 月 15 日から
23 日にかけて、村建設業組合主催で、雪割橋
法面除草作業が実施されました。観光地である
雪割橋からの美しい展望を楽しんでもらうた
め、毎年実施されています。

▲ 除草作業の様子

  10
 15 雪割橋法面除草作業	

美しい展望のために

　出荷者が対面で新鮮な農産物を販売する軽ト
ラ市・収穫祭が開催されました。お楽しみ抽選
会や報徳じゃがいもの詰め放題のほか、大豆の
すり潰し豆乳を使った 郷土料理 「呉汁」が無料
で振る舞われました。

▲ イベントの様子

  10
18 にしごう軽トラ市・収穫祭

まるごと西郷館で開催

にしごうの話題
topics

　村教育委員会委員の佐藤敏巳さんが、地方教
育行政功労者として文部科学大臣より表彰を受
け、村長に報告しました。佐藤さんは、委員と
して 13 年以上在職し、地方教育行政の充実と
進展に尽力したことが評価されました。

▲ 受賞を報告した佐藤さん（中央）

10
23 文部科学大臣表彰

地方教育行政功労者として

　村消防団秋季検閲が熊倉小講堂で行われ、約
180 名の団員が参加しました。統監（髙橋村長）
の訓示を受け、来賓の方々が見守る中、通常点
検が実施され、永年勤続章、精勤章、優良機関
要員章の表彰も併せて行われました。

▲ 検閲式の様子

10
26 村消防団秋季検閲式

予防消防への誓い

　TBC こども音楽コンクール東北大会および日
本学校合奏コンクール全国大会に出場する西一
中器楽部の激励会が同校音楽室で行われまし
た。激励会では演奏が披露され、演奏後、村長
からの激励があり、目録が授与されました。

▲ 器楽部の皆さん

10
23 西一中器楽部激励会

美しい音色を響かせて
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～ 医療を軸に地域貢献をめざす～

【【糖糖尿尿病病専専門門医医外外来来】】毎毎週週月月・・火火・・金金曜曜日日

【【アアレレルルギギーー・・リリウウママチチ専専門門医医外外来来】】第第11・・22・・33・・55水水曜曜日日

【【内内視視鏡鏡検検査査外外来来】】((胃胃・・大大腸腸))毎毎週週水水曜曜日日

【【形形成成外外科科専専門門医医外外来来】】毎毎週週水水曜曜日日

そそのの他他専専門門医医外外来来もも行行っってておおりりまますす

詳詳ししくくははホホーームムペペーージジででごご確確認認、、又又ははおお問問合合せせくくだだささいい

かねこクリニック TTEELL 00224488--2244--33111111

西郷村内の企業限定！

HELLO WORK @ 西郷村
ハローワーク白河に求人を出している企業
のうち、 西郷村内の企業に限定した求人
情報サイトです。
　村の求人を、 すばやく
カンタンに検索できます！
お気軽にご利用ください。

サイトは
こちら

　イオン白河西郷店にて、薬物乱用防止の啓発
活動が行われました。村内の青少年が重大な犯
罪となる薬物乱用の被害に遭わないよう、村青
少年健全育成村民会議の皆さんと警察が協力
し、パンフレット等を配布しました。

▲ 啓発活動の様子

10
28 薬物乱用防止啓発活動

青少年の心身の健康のため

　村出身の越前由喜さんが、東京 2025 デフリ
ンピックのバスケ競技に日本代表として出場す
るにあたり村長を表敬訪問しました。越前さん
のインタビューやデフリンピックの詳細は、広
報にしごう令和 7 年 10 月号に掲載しています。

▲ 表敬訪問した越前さん

  11
 5 東京 2025 デフリンピック

きこえない・きこえにくい人のためのオリンピック

　スパホテルあぶくまにてコマ大戦が開催さ
れ、県内外の事業所や学校等から幅広い世代が
参加しました。相手のコマとぶつかり合うトー
ナメント部門と単独回転時間部門で白熱した戦
いが繰り広げられました。

▲ コマ大戦の様子

  11
7 コマ大戦 11 月場所

初冬の熱い戦い

　村でヨガインストラクター等として活躍中の
遠藤早織さんが、BeautyJapan2025 のファイ
ナリストとして出場するにあたり村長を表敬訪
問しました。この大会は外見・内面や生きる姿
勢等の美しさを総合的に評価されます。

▲ 表敬訪問した遠藤さん

10
28 BeautyJapan2025

総合的な “ 美 ” のコンテスト

問 産業振興課
　 （商工観光係）
☎ 25-1116

「あるばにーもふぉとコンテスト 2025」作品募集について

村ホームページ
はこちら

公式 Instagram
はこちら

　村で不定期発行している観光案内パンフレット「NeeeMO（ニーモ）」や村の観光プロモーションで使
用する写真・動画を募集します。村を知りたい、行ってみたいと思える魅力的な作品をお待ちしています。
▶ 募集期間　令和 8 年 1 月 9 日㈮まで
▶ 応募方法　① Instagram の村観光担当アカウント「@245kanko」をフォローする。
　 　　　　　② 「# あるばにーも 2025」のハッシュタグをつけて、村の魅力が伝わる
　 　　　　　　 写真または動画を、Instagram に投稿する。
　 　　　　　③ 【Google アカウントをお持ちの方】
　　　　　　 　 下記応募フォームから、名前・住所・電話番号・メールアドレスと、
　 　　　　　　 投稿した画像または動画データを送信する。
　 　　　　　　 ※ Google アカウントをお持ちでない方は、上記の情報を Instagram
　 　　　　　　 　 のダイレクトメールで「@245kanko」へお送りください。
▶ その他　　注意事項等の詳細は、村ホームページで確認するか、産業振興課までお問い合わせください。

目指せ、村の部 4 連覇！
ふくしま駅伝西郷村チーム結団式
　11 月 4 日㈫、ふくしま駅伝に出場する西郷村チーム
の結団式が村文化センターで行われました。
　村長からは「プレッシャーもあると思うが、自分や仲
間を信じてパフォーマンスし、笑顔で西郷村に戻ってき
てください」と激励の言葉が送られ、薄井修監督は「皆
さんのおかげで優勝を目指すチームを作ることができ実
力のある選手が揃ったので、力を存分に発揮して優勝し
たいです」と意気込みを述べました。 ▲ ふくしま駅伝西郷村チームの皆さん

寄附・寄贈への感謝
〇 明治安田生命保険相互会社
　 明治安田生命 2025『私の地元応援募金』
　 地域住民の健康増進、子育て支援、介護・ 認知症対策のため
　 663,600 円

寄附して頂きありがとうございました

応募フォーム
はこちら

にしごう PICK UP

　10 月 15 日㈬開催の「令和 7 年度献血団体並びに献血
推進団体表彰式」において、白河オリンパス株式会社と
日本伸管株式会社が「金色有功章」を受章しました。
　この章は、献血事業の推進に献身的な活動を 20 年以
上続け、特に功労が顕著で、他の模範となる実績をあげ
た団体に贈られるものです。
　感謝の意を表し、後日、村が伝達式を行いました。

献血への協力をたたえて

▲ 伝達式の様子（左：白河オリンパス㈱ ／ 右：日本伸管㈱）
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健康 がもっと楽しく なる

健康コラム
第45 回 「血糖値が上がりにくい

 食事（主食編）」

今回のテーマ

GI 値だけでなくエネルギー量にも着目する

　血糖値が気になる方は、ごはんやパン、麺類をどのように食べたらよいか悩むことも多いのではないでしょうか。
主食となる炭水化物（糖質）は、血糖値を上げる成分ですが、摂り方や量によっては、食後高血糖に繋がります。
　今回の健康コラムでは、食後高血糖を抑えるための主食の選び方や摂り方の 3 つのポイントをお伝えします。

　ごはん以外を主食にするときは、GI 値だけでなくエネルギー量にも着目し食品を選びましょう。（※ GI 値につい
ては広報にしごう令和 7 年 8 月号の健康コラムで説明しています。）
　例えば、中華麺やスパゲッティは、GI 値だけみるとごはんよりも低い値ですが、1 食当たりのエネルギー量はごは
んの約 2 倍もあり、食べる量に注意が必要です。

自分の適正量を把握する
　主食の摂取量は年齢、適正体重、生活活動強度によって異なります。自分の適正量を知り、その範囲で摂取しましょう。

　健康のことや健康診断の結果等で気になることがありましたら、右記までご
相談ください。保健師・管理栄養士がご相談に対応します。

次回は、「血糖値が上がりにくい食事（メインのおかず編）」をテーマにご紹介します。

副菜を組み合わせて食べる

おすすめ図書

図書室だより

☆ 12 月のよみきかせ会・イベント

☆ 12 月の休館日

文藝春秋文藝春秋
本がきらい  本がすき本がきらい  本がすき
マリアホ ・ イルストゥラホ：著

アノニマ ・ スタジオアノニマ ・ スタジオ

「本を読むこと」 がにがてな女
の子が図書館で本と出会い、
あいぼうのキツネといっしょに、
だいぼうけん！読み終わるこ
ろには、 あなたもきっと本が好
きになるはず。 2025 年度カー
ネギー賞（イラスト部門）候補作。

ときは昭和の高度経済成長
期。ある陶芸家が作った「青
い壺」 が、 さまざまな人の
手に渡って行く先々で起こる
人間模様を描く 13 のストー
リー。 人間心理への迫り方
に唸る不朽の名作。

ふたごの魔法使い 3ふたごの魔法使い 3
新たな仲間と秘められた魔力新たな仲間と秘められた魔力

☆ 図書室からのお知らせ
　12 月 20 日㈯は、西の郷少年少女合
唱クラブとのコラボイベント「クリス
マスおはなしコンサート」を開催しま
す。素敵な合唱の発表と楽しいよみき
かせを行いますので、ぜひご来場くだ
さい。

20 日㈯　クリスマスおはなしコンサート
　　　　  10:30 ～　大研修室
※ 毎月第 4 火曜日の「よみきかせ会」
　 はお休みです。

1 日㈪、8 日㈪、15 日㈪、22 日㈪
12 月 29 日㈪から 1 月 3 日㈯まで年末年始休館日

有吉　佐和子：著
ミリアム ・ ボナストレ ・ トゥール：原作

GakkenGakken

一般書 児童書

アメリカではシリーズ累計 90
万部突破、 世界で大人気の
グラフィックノベルシリーズ第 3
巻。 魔法使い VS 人間、 ぼ
くらはどちらの味方？対立を終
わらせるために、 何ができる？

青い壺青い壺

　絵本

問 健康推進課（保健係）
☎ 25-1115
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☎

村ホームページ
はこちら

今回紹介したメニューのレシピは、
村ホームページに掲載しています！

学校支援事業…ミシンボランティア

問 生涯学習課（生涯学習係）　☎ 25-2371

　10 月 10 日㈮、米小学校で婦人会・文化協会の 11
名が、トートバック作り（6 年生）とナップザック作
り（5 年生）を支援しました。丁寧な指導を受けた児
童たちは、完成した作品を手にとても嬉しそうでした。

令和 7 年度 「西郷村地域学校協働本部事業」

▲ 作り方を支援する様子

　村では、学校・家庭・地域といった社会全体で未来を担う子どもたちを育むために、「地域学校協働本部事業」
を実施しています。今回は、10 月中の取り組みについて紹介します。

　前日までに口座
入金、期限内に納
付をお願いします。

 12/1 ㈪

国民健康保険税（5 期）
介護保険料（5 期）
後期高齢者医療保険料（4 期）

今月の納税・納付

学習支援（ステップ・フリー学習）
　10 月から 2 月にかけて、中学 3 年生を対象に、
土曜日の午前中に村文化センターで実施してい
ます。参加者は、個別指導を受けながら高校受
験に向けて意欲的に取り組んでいました。

▲ 学習の様子

主食 GI 値 エネルギー量（kcal） エネルギー量をごはんに
換算した場合ごはん　軽く 1 杯（100g） 88 168

食パン 6 枚切り　1 枚（60g） 95 156 約 1 杯分
中華麺　1 玉（120g） 65 337 約 2 杯分
うどん　1 玉（250g） 62 262 約 1.6 杯分
スパゲッティ（乾麺）（100g） 48 378 約 2.3 杯分

年齢
男性　

（体重 65kg・生活活動強度 1.5（※））
女性　

（体重 50kg・生活活動強度 1.5（※））
エネルギー必要量（kcal） ごはんの量（g） エネルギー必要量（kcal） ごはんの量（g）

18 ～ 29 歳 2,300 220 1,600 130
30 ～ 49 歳 2,200 200 1,600 130
50 歳以上 2,100 190 1,500 120

※ 生活活動強度 1.5…日中座っての仕事が中心で、その他 2 時間程度立っての家事等、歩行動作が中心の生活活動

　主食（炭水化物）は人が体を動かすために欠かせないものですが、食後高血糖を防ぐためには、主食（炭水化物）
だけに偏らずに、副菜（たんぱく質、食物繊維、ビタミン、ミネラル）を組み合わせて摂ることが重要です。副菜を
組み合わせて摂ることにより、糖質の吸収を穏やかにすることができます。　　
　下記の例を参考に、おにぎりだけ、パンだけ、麺類だけ等の「糖質だけに偏らない」ことを意識して食事をしましょう。

・ ヘルシー豆腐のビビンバ丼 ・鮭おにぎり ＋ サラダ ＋ 味噌汁　　
・野菜タンメン ＋ 餃子（酢醤油）　　
・サンドイッチ ＋ 牛乳

主食と副菜の組み合わせ（例）主食と副菜の組み合わせ（例）1 品でも血糖値を上がりにくくする主食（例）

・舞茸とじゃこのパスタ
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資源ごみ

資源ごみ

X（旧 Twitter） facebook Instagram
西郷村公式 SNS

区分 人数（前月比）
男 10,521   （+10）
女 10,167     （+7）

人口 20,688   （+17）
世帯数 9,197   （+28）

人口と
世帯数
（11/1現在）

YouTube

※ 乳幼児健康診査・健康相談については、対象となる方に通知をお送りしますので、そちらをご覧ください。

資源ごみ

燃えるごみ

2222

月

88

22 66

19191717

1010 1212

24242323

99

11

燃えるごみ

燃える・燃えない

LINE

・冬休み（～ 1/7）
（村内小・中学校）

・役場閉庁日（～ 1/4）

55

2121

・延長窓口（18:15 まで）
（住民生活課・税務課・

上下水道お客様センター）
・まるごと西郷館休館日

・母子健康手帳の交付
（福祉課子ども家庭センター）
・行政相談会

（文化センター）
・体育施設・図書室休館日

・延長窓口（18:15 まで）
（住民生活課・税務課・

上下水道お客様センター）

2626 2727

2828
・まるごと西郷館休館日

（～ 1/5）

3030

33

77 1111

1616

・国民健康保険税納期限
・介護保険料納期限
・後期高齢者医療保険料
納期限

・体育施設・図書室休館日

・母子健康手帳の交付
（福祉課こども家庭センター）
・体育施設、図書室休館日

・さわやか高原森のカフェ
（13:30 保健福祉センター）

1414 1515 2020

2525

6 ～ 7 ヶ月児健康診査（10/20）

今月の顔

・ 体 育 施 設 休 館 日（ ※ 村
民プールを除く）（～ 1/3）

・図書室休館日（～ 1/3）

2929

1313

燃えるごみ
・延長窓口（18:15 まで）
（住民生活課・税務課・

上下水道お客様センター）

・4 ～ 5 ヶ月児健康診査
（保健福祉センター）

・クリスマスおはなし
コンサート

（10:30 文化センター）

・6 ～ 7 ヶ月児健康相談
（保健福祉センター）
・赤ちゃんとママの
ふれあいひろば

（保健福祉センター）
・体育施設、図書室休館日

・村民プール休館日
（～ 1/5）

44

1818

・第 2 学期終業式
（村内小・中学校）

休日当番医 診療時間 9:00 ～ 17:0012 月の

3131

資源ごみ燃えるごみ 燃える・燃えない
・延長窓口（18:15 まで）
（住民生活課・税務課・

上下水道お客様センター）

・抱っこ・おんぶ講座
（保健福祉センター）

・3 歳児健康診査
（保健福祉センター）
・人権相談会

（文化センター）

・幼児歯科クリニック
・6 歳児歯科クリニック

（保健福祉センター）

燃えるごみ

【救急電話相談】
▼ こども救急電話相談（19:00 ～翌 8:00）
＃ 8000 または ☎ 024-521-3790
▼ 救急電話相談（24 時間対応）
＃ 7119 または ☎ 024-524-3020 

月日 診療科目 医療機関名 所在地 ☎（0248）

7 日
㈰

小児科 樋口小児クリニック 矢吹町 42-2040
内科・外科 かねこクリニック 西郷村 24-3111

歯科 ひまわり歯科医院 白河市 23-5991

14 日
㈰

小児科 みうら小児クリニック 白河市 28-1001
内科・外科 くにい増見クリニック 白河市 46-2258

歯科 永山歯科医院 白河市 27-1646

21 日
㈰

小児科 にしごうキッズクリニック 西郷村 29-8725
内科・外科 いわしなクリニック 西郷村 48-1234

歯科 内藤歯科医院 西郷村 25-0331

月日 診療科目 医療機関名 所在地 ☎（0248）

28 日
㈰

小児科 わたなべ子どもクリニック 白河市 21-2166
内科・外科 鈴木ホームクリニック 白河市 31-8181

歯科 円谷歯科医院 白河市 27-1255

31 日
㈬

小児科 白河厚生総合病院 白河市 22-2211
内科・外科 白河ひがし透析・内科クリニック 白河市 21-5823

歯科 早坂歯科医院 白河市 24-6480

【小児平日夜間救急外来】
・場所　白河厚生総合病院　小児科外来　☎ 22-2211　　　
・時間　19:15 ～ 21:15（月・火・木のみ）
※受診するときには、必ず事前に連絡してください。


